
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南足柄都市計画都市再開発の方針 
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南足柄・都再－1 

１ 基本方針 

(１) 都市再開発の方針 

本区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について、再開発の目標、土地の高度利用

及び都市機能の更新に関する方針を定め、適切な規制・誘導及び市街地の再開発の促進を図る。 

(２) 既成市街地の再開発の方針 

① 土地の高度利用に関する方針 

市役所周辺から大雄山駅周辺にかけての商業・業務地については、集約型都市構造への転換

を図るため、高密度利用により、本区域の地域拠点にふさわしい都市機能の集約を図る。 

また、和田河原駅周辺、塚原駅及び岩原駅周辺、壗下・怒田地区周辺の商業地については、

本区域における生活拠点として機能を充実するため、土地の中密度利用を図る。 

② 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

産業・住宅共存地では、都市計画制度を活用し、街区単位での用途の棲み分けや土地利用の

ルール化など、住宅地との共存を図る。 

③ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

道路などの都市基盤の整備が遅れたまま市街化が進んだ住宅地については、積極的に都市基

盤整備を推進することで、防災性の向上及び居住環境の改善を図る。 

④ 既存の工業地における公害防止に関する方針 

既存の工業地については、引き続き用途の純化を図るとともに、敷地内を積極的に緑化する

よう誘導することで、工業地における生産環境の向上と、周辺地区との調和及び共存を図る。 

 

２ 計画的な再開発が必要な市街地 

主として既成市街地を中心とする市街地のうち、計画的な再開発が必要な市街地として、次に相

当する区域が想定されるものを一号市街地として定める。 

(１) 中心業務地又は中心商業地で、特に重点的に土地の高度利用を図る必要のある一体の市街地の

区域 

(２) 近隣商業地で、中心商業地を補完する利便性の高い商業地として重点的に整備を図る必要のあ

る一体の市街地の区域 

一号市街地の目標及び方針は、別表のとおりである。 

 

３ その他必要な事項(要整備地区) 

一号市街地のうち、特に早急に再開発を行うことが望ましい地区を要整備地区として定める。 

・ 関本広町地区(約 5.4ha) 

  



 

南足柄・都再－2 

別表１(一号市街地の目標及び方針) 

地 区 名 １ 市役所・大雄山駅周辺地区 ２ 和田河原駅周辺地区 

面   積 約 16.2ha 約 3.0ha 

再開発の目標 

(都市構造の再編成、建築

物の更新、都市環境の向上

等に係る目標) 

中心業務地及び中心商業地とし

ての機能の充実並びに防災機能の

強化を図る。 

 

近隣商業地としての機能の充

実、居住環境の向上及び防災機能

の強化を図る。 

 

土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

適切な用途及び密

度の確保、その他

の適切な土地利用

の実現に関する事

項 

再開発手法の導入により、中心

商業地としての商業機能を強化

し、中心業務地、中心商業地とし

て市街地形成を図る。 

 

再開発手法の導入により、地域

の商業地として市街地形成を図

る。 

 

主要な都市施設の

整備に関する事項 

・３・５・５千津島中沼線の整備 

・大雄山駅から市役所までの間の

モール化整備 

 

・３・５・３和田河原開成大井線

の拡幅整備 

・駅前広場の整備 

都市の環境、景観

等の維持、改善に

関する事項 

中心都市核として魅力ある景観

の形成を図る。また、建物の不燃

化を促進し、防災性の向上を図る。 

 

地域の商業地として周辺住宅地

と調和のとれた景観の形成を図

る。 

また、建物の不燃化を促進し、

防災性の向上を図る。 

 

その他土地の高度

利用及び都市機能

の更新に関して特

に必要な事項 

既存建築物の高密度利用を図

る。 

 

商業系地域としての用途の純化

を図る。 

 

要整備地区の名称、面積 ・関本広町地区(約 5.4ha) 

－ 

二項再開発促進地区の名

称、面積 － － 

 



 

南足柄・都再－3 

地 区 名 ３ 塚原駅・岩原駅周辺地区 

面   積 約 7.3ha 

再開発の目標 

(都市構造の再編成、建築

物の更新、都市環境の向上

等に係る目標) 

近隣商業地としての機能の充

実、居住環境の向上及び防災機能

の強化を図る。 

 

土
地
の
高
度
利
用
及
び
都
市
機
能
の
更
新
に
関
す
る
方
針 

適切な用途及び密

度の確保、その他

の適切な土地利用

の実現に関する事

項 

再開発手法の導入により、地域

の商業地として市街地形成を図

る。 

 

主要な都市施設の

整備に関する事項 
・県道74号(小田原山北)の拡幅 

整備 

・駅前広場の整備 

都市の環境、景観

等の維持、改善に

関する事項 

地域の商業地として周辺住宅地

と調和のとれた景観の形成を図

る。 

また、建物の不燃化を促進し、

防災性の向上を図る。 

 

その他土地の高度

利用及び都市機能

の更新に関して特

に必要な事項 

商業系地域としての用途の純化

を図る。 

 

要整備地区の名称、面積 

－ 

二項再開発促進地区の名

称、面積 － 

 


